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同
一
世
帯
の
被
保

険
者
で
、
医
療
保
険

と
介
護
保
険
の
自
己

負
担
額
を
年
間
で
合

算
し
、
算
定
基
準
額

を
超
え
た
場
合
、
そ

の
超
え
た
金
額
を
支

給
す
る
制
度
で
す
。

平
成
３０
年
８
月
診
療

分
か
ら
算
定
基
準
額

が
段
階
的
に
変
わ
り

ま
す
。

■平成３０年 ８ 月診療分から

所得区分 算定基準額
（後期高齢者医療制度＋介護保険）

課税所得69０万円以上  2,12０,０００円
課税所得３８０万円以上  1,41０,０００円
課税所得145万円以上    67０,０００円

一般    56０,０００円
区分Ⅱ    ３1０,０００円
区分Ⅰ    19０,０００円

高額療養費制度

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

７０歳以上の給付制度を見直します

問い合わせ 佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格賦課係　☎64−8476
市民生活課 保険年金係　 ☎75−2159

■自己負担限度額　平成29年 7 月診療分まで

所得区分
自己負担限度額（月額）

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者 44,4００円 ８０,1００円＋（医療費－267,０００円）× 1 ％
（多数該当44,4００円）※ 1

一般 12,０００円 44,4００円

区分Ⅱ  ８,０００円 24,6００円
区分Ⅰ  ８,０００円 15,０００円

　同じ月内に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超
えた場合、その超えた金額を支給する制度です。 ８月診療分から自己負担限
度額が段階的に変わります。

　

被
保
険
者
が
長
期

に
入
院
し
た
と
き
、

被
保
険
者
が
負
担
す

る
食
事
と
生
活
療
養

に
か
か
る
標
準
負
担

額
の
う
ち
居
住
費
が

段
階
的
に
変
わ
り
ま

す
。

■平成29年1０月診療分から

区分 一日当たり
居住費

医療区分Ⅰ
（入院医療の必要性が低い場合） ３7０円

医療区分Ⅱ、Ⅲ
（入院医療の必要性が高い場合）

2００円
※ 2

■自己負担限度額　平成29年 ８ 月診療分から

所得区分
自己負担限度額（月額）

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者 57,6００円 ８０,1００円＋（医療費－267,０００円）× 1 ％
（多数該当44,4００円）※ 1

一般 14,０００円
（年間144,０００円上限）

57,6００円
（多数該当44,4００円）※ 1

区分Ⅱ  ８,０００円 24,6００円
区分Ⅰ  ８,０００円 15,０００円

※ 1…�（　）内の金額は、多数該当（過去12か月に ３回以上高額療養費（世帯単位）の支給を受け 4回目の支給に該当）の場合に適用します。

※２…�指定特定医療を受ける指定難病の患者はこれまでどおり ０円となります。
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■平成３０年 7 月診療分まで

所得区分 算定基準額
（後期高齢者医療制度＋介護保険）

現役並み所得者 　��67０,０００円
一般    56０,０００円

区分Ⅱ    ３1０,０００円
区分Ⅰ    19０,０００円

■平成29年 9 月診療分まで

区分 一日当たり
居住費

医療区分Ⅰ
（入院医療の必要性が低い場合） ３2０円

医療区分Ⅱ、Ⅲ
（入院医療の必要性が高い場合）   ０円


